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文教施設保全業務特記仕様書

Ⅰ．業務概要

1. 業務名称 有明工業高等専門学校寄宿舎地区廃水処理施設維持管理業務

熊本県荒尾市下井手字次郎丸２番 有明工業高等専門学校寄宿舎地区構内2. 業務場所

3. 業務期間 令和 ２ 年 ４ 月 １ 日から令和 ４ 年 ３ 月 ３１ 日まで

4. 業務仕様

この保全業務（以下「業務」という。）の受注者は、 独立行政法人国立

高等学校機構契約事務取扱規則、特記仕様書、文教施設保全業務標準仕様書

（以下「標準仕様書」という。）に基づき次の業務を履行する。

5. 対象業務

業務内容 対象設備等 設 備 等 概 要

定期点検及び保守 機械設備 浄化槽設備

6. 特記仕様書の適用方法

(1) ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。

(2) 表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入し

た事項のみ適用する。

(3) 又は×印で抹消した事項は全て適用しない。

(4) 特記された材料、製品名等は、特記されたもの又は同等以上のものを

使用することとし、同等以上のものを使用する場合は、施設管理担当者

の承諾を受ける。

(5) 項目に記載された表示番号の( )内の数値は文教施設保全業務標準

仕様書の各該当項目番号を示す。
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Ⅱ．一般共通事項

1. 請負代金の支払い

この業務の受注者は、発注者の指定した者が行う検査に合格したときは、

請負代金の支払いを請求できる。

請負代金の支払いは 国立高等専門学校機構 から 年２ 回に

支払う｡ 支払いは６ヶ月に１回とする。 受注者より適法な請求書を受理

した日から６０日以内に支払うものとする。

2. 受注者の負担の範囲

3. 貸与資料

4. 業務責任者

5. 業務条件

6. 電気工作物の保安業務

7. 環境衛生管理体制
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8. 業務担当者

9. 別契約の業務等

10. 行事等への立会い

11. 施設管理担当者の立会い

12. 廃棄物の処理

発生材の処理は次による。

(1)引渡しを要するもの

1)品名 2)引渡し先 3)集積場所

(2)特別管理産業廃棄物

1)品名 3)集積場所

2)引渡し先 4)集積方法

(3)現場において再利用するもの

1)品名 2)使用場所

(4)再資源化するもの

1)品名

(5)関係法令により適切に処理するもの

1)品名
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13. 居室等の利用

14. 共用施設の利用

15. 駐車場の利用

16. 点検の省略

17. その他



- 5 -

Ⅲ．定期点検及び保守

1. 浄化槽設備

(1)業務対象設備の概要

浄 化 槽 番 号 １

設 置 場 所 寄宿舎地区構内

設 置 年 月 日 Ｓ５３年

処 理 方 式 ・単独 ・合併

( 活性汚泥 長時間ばっ

き )方式

付 加 装 置 無

処理対象人員 ４５０ 人

計画流入汚水量 １００ ｍ /日３

実 使 用 人 員 － 人

実流入汚水量 － ｍ /日３

処理目標水質 ＢＯＤ ２０ ｍｇ/㍑

除 去 率 ９０ ％

種 類 ・工場生産 ・現場打ち

・新構造基準

・旧構造基準

・その他

製 造 者 名 西原ネオ工業(株)

備 考
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(2)点検項目、点検内容及び点検周期

点検項目：浄化槽法第８条，浄化槽法施行規則第２条による

点検周期：浄化槽法第１０条，浄化槽法施行規則第６条第２項による

(3)支給材料

消毒剤は受注者の負担とする。(中性次亜塩素酸カルシウム)

(4)清掃

(5)水質検査

水質検査は、次の項目について年 ３ 回行うこととする。

透視度，ＰＨ，残留塩素，ＢＯＤ，溶存酸素。

計量証明書を提出すること。

実施時期は毎年５月，８月，２月とする。

(6)業務報告書

業務完了後に次の書類等を １ 部数提出する。

・ 点検及び保守結果報告書

書式は ・別添の業務報告書による ・受注者の業務報告書による

(7)その他


